
平成２８年第５回 三種町選挙管理委員会会議録 

 

１ 開催日時  平成２８年７月９日（土） 午前１０時 

２ 開催場所  三種町役場 第１会議室 

３ 出席委員  近藤 範夫、田村  明、川田 耕司、加賀谷得子 

４ 欠 席 者  なし 

５ 事 務 局  書記長 木村 信悦、書記 清水 真 

６ 付議された案件は、次のとおりである。 

 （１）報告第１１号 専決処分した事項の報告について 

（候補者の氏名等掲示順序の決定） 

 （２）報告第１２号 専決処分した事項の報告について 

（開票立会人の選任） 

 （３）報告第１３号 専決処分した事項の報告について 

           （投票管理者の職務代理者の変更） 

（４）報告第１４号 専決処分した事項の報告について 

           （期日前投票立会人の変更） 

 （５）議案第２７号 選挙人名簿から抹消することについて（選挙時） 

 

午前９時５８分開会 

 

木村書記長  おはようございます。若干時間早いですが、平成２８年第５回

三種町選挙管理委員会を開会致します。始めに委員長よりご挨拶

をお願い致します。 

近藤委員長  皆さんおはようございます。 

       いよいよ明日投票日ということで、その前日の選挙人名簿の抹

消等の委員会でございますので、よろしくご審議の程お願いしま

して、挨拶とさせていただきます。 

       それでは、会議の方進めさせていただきます。 

       本日の会議録署名委員の指名ということで、田村委員と加賀谷

委員にお願い致します。よろしくお願い致します。 

近藤委員長  案件に入りまして、報告第１１号「専決処分した事項の報告」

ということで、候補者の氏名等掲示順序の決定について、事務局

より説明をお願いします。 

清水書記   はい。報告第１１号「専決処分した事項の報告について（候補

者の氏名等掲示順序の決定）」。 



清水書記   平成２８年７月１０日執行の参議院議員通常選挙の秋田県選挙

区選出議員選挙における投票記載所に掲示する候補者の氏名等掲

示順序を公職選挙法第１７５条第３項の規定により、次のとおり

くじをもって決定した。 

      掲示順序 １番 幸福実現党 西野あきら 

           ２番 民進党   松浦 大悟 

           ３番 自由民主党 石井ひろお 

       説明致します。 

秋田県選挙区選出議員選挙の氏名掲示の順序につきましては、

市町村の選挙管理委員会が開票区ごとにくじで定めることになっ

ております。そのため、公示日６月２２日の午後５時３０分から

くじを実施しまして、ご覧のとおり決定しております。 

くじの実施方法につきましては、次の２頁に記載してございま

すが、抽せん器に候補者の数だけの番号を付した玉を入れまして、

届出番号順に抽せんを行い、それぞれの候補者の分として取り出

した抽せん番号をもって掲示順序としております。 

この順序に従いまして、６月２３日から開始しております期日

前投票と明日の投票日当日の氏名掲示を作成しております。 

       説明は、以上でございます。 

近藤委員長  只今の説明につきまして、ご意見、ご質問等ございましたらお

願いします。 

加賀谷委員  投票所で、氏名掲示を見ながら投票する人を決めるという人も

中にはいるのでしょうね。 

清水書記   期日前投票の会場に足を運んだときに、たまたま高校生らしき

人の方が来ておりまして、氏名掲示をまじまじと見て確認をして

いるのを見ましたが、殆どの方は事前に投票する人を決めてから

来ているのだと思います。名前の確認には必要だと思います。 

田村委員   おそらく投票所に行く前に誰に投票するか決めているのが大方

だと思いますね。 

川田委員   くじの立会人の団体職員というのは、政党等から来た人ですか。 

清水書記   いいえ。町の関連団体というか。 

木村書記長  商工観光交流課の所で事務をとっている人です。 

近藤委員長  他に何かございませんか。 

      （「ありません。」の声あり。） 

近藤委員長  特に無いようですが、報告第１１号を原案どおり承認してよろ



しいでしょうか。 

      （「異議ありません。」の声有り。） 

近藤委員長  それでは、報告第１１号は原案どおり承認と致します。 

       次に、報告第１２号「専決処分した事項の報告について」。開票

立会人の選任ということで、説明の方お願いします。 

清水書記   はい。報告第１２号「専決処分した事項の報告について（開票

立会人の選任）」。 

      平成２８年７月１０日執行の参議院議員通常選挙における三種

町開票区の開票立会人を公職選挙法第６２条第２項の規定に基づ

き次のとおり選任した。 

１ 参議院選挙区選出議員選挙 

        候補者 自由民主党 石井浩郎 立会人氏名  

            民進党   松浦大悟 立会人氏名  

        選管選任 立会人氏名  

２ 参議院比例代表選出議員選挙 

        届出政党等 公明党   立会人氏名  

              日本共産党 立会人氏名  

              自由民主党 立会人氏名  

              民進党   立会人氏名  

       説明致します。 

開票立会人につきましては、公職選挙法の規定により、選挙期

日前３日、７月７日午後５時まで受付を行っております。 

その結果、届出のあった者は、ご覧のとおり選挙区が２名、比

例代表が４名でございました。 

開票立会人の人数につきましては、選挙区と比例代表それぞれ

について３名以上１０人以内と法定されておりますが、選挙区に

ついては３名に達しなかったことから、法の規定に基づき、選挙

管理委員会で１名補充選任しております。 

       以上でございます。 

近藤委員長  只今の説明につきまして、ご意見、ご質問等何かございません

か。 

      （「ありません。」の声有り。） 

近藤委員長  無いようですので、報告第１２号を原案どおり承認してよろし

いでしょうか。 

      （「異議ありません。」の声有り。） 



近藤委員長  それでは、報告第１２号は原案どおり承認と致します。 

       次に、報告第１３号「専決処分した事項の報告」ということで、

投票管理者の職務代理者の変更について、説明をお願いします。 

清水書記   報告第１３号「専決処分した事項の報告について（投票管理者

の職務代理者の変更）」。 

       平成２８年７月１０日執行の参議院議員通常選挙における投票

管理者の職務代理者を次のとおり変更した。 

       これにつきましては、６月２１日の委員会におきまして、投票

管理者等の選任職の変更については、委員長の専決事項に指定し

ておりましたので、その後の変更について報告するものでありま

す。 

ご覧のとおり長面投票区におきまして、やむを得ない事情によ

り職務代理者が変更となりましたので、ご報告致します。 

       以上でございます。 

近藤委員長  はい。只今の説明につきまして、ご質問等ございませんか。 

      （「ありません。」の声有り。） 

近藤委員長  特に無いようですが、本案を原案どおり承認してよろしいでし

ょうか。 

      （「はい。」の声有り。） 

近藤委員長  それでは、報告第１３号は原案どおり承認と致します。 

       続きまして、報告第１４号「専決処分した事項の報告について」。

期日前投票立会人の変更に関するものです。事務局より説明をお

願いします。 

清水書記   はい。報告第１４号「専決処分した事項の報告について（期日

前投票立会人の変更）」。 

       平成２８年７月１０日執行の参議院議員通常選挙における期日

前投票立会人を次のとおり変更した。 

       ご覧のとおり、琴丘の期日前投票立会人につきまして、やむを

得ない事情のため、服喪でございますが、変更となりましたので、

ご報告致します。 

       以上でございます。 

近藤委員長  はい。只今の説明につきまして、何かございますでしょうか。 

      「（ありません。）の声有り。） 

近藤委員長  それでは、報告第１４号につきまして、原案どおり承認してよ

ろしいでしょうか。 



      （「異議ありません。」の声有り。） 

近藤委員長  はい。報告第１４号は原案どおり承認と致します。 

       続きまして、議案第２７号「選挙人名簿から抹消することにつ

いて」。説明をお願いします。 

清水書記   議案第２７号「選挙人名簿から抹消することについて（選挙時）」。 

       公職選挙法第２８条の規定により、別紙の者を選挙人名簿から

抹消する。 

       内容について、説明致します。 

本日の登録抹消につきましては、６月２１日の選挙時登録日以

後の死亡と転出４カ月経過の抹消を行うものでございます。 

まず、１の死亡抹消者につきましては、６月２１日から昨日７

月８日までに死亡の届出があった者で、人数は男８人、女９人、

計１７人となっております。 

次に、２の転出抹消者につきましては、選挙時登録後の転出４

カ月経過でございます。２月２１日から３月９日までに転出の届

出があった者で、男６人、女１０人、計１６人となっております。 

よって、本日の抹消者総数は、男１４人、女１９人、合計３３

人でございます。 

別紙の名簿をご覧いただきたいと思います。 

まず、１頁目が、先般の選挙時登録後に亡くなった１７名でご

ざいます。６月２１日から昨日までの届出でございます。 

  次に、２頁目の転出抹消の方をご覧願います。 

       ご覧の１６人が６月２１日の選挙時登録後に転出４カ月経過と

なった者で、「住民でなくなった年月日」の欄が２月２１日から３

月９日までの者でございます。 

       説明は、以上でございます。 

近藤委員長  はい。名簿の方もご確認いただきまして、ご意見等ありました

らご発言願います。 

 

      （各委員、暫時資料を確認。） 

 

近藤委員長  只今、名簿も含めてご確認いただきましたが、ご意見、ご質問

等ございませんか。 

      （「ありません。」の声有り。） 

近藤委員長  はい。特に無いとのことですので、議案第２７号を原案どおり



決定してよろしいでしょうか。 

      （「異議ありません。」の声あり。） 

近藤委員長  ご異議無いようですので、本案は原案どおり決定と致します。 

       それでは、「その他」として事務局からお願いします。 

清水書記   はい。それでは、７頁以降で、明日の投票日当日の有権者数と

今後の予定について説明させていただきます。 

 

      （以下、資料に基づき説明。） 

      （その後、意見交換） 

 

近藤委員長  委員の皆さんの方から、何かございませんか。 

      （「特にありません。」の声有り。） 

近藤委員長  そうすれば、これで本日の委員会は終了したいと思います。 

        

 

 

会議のてん末・概要に相違ないことを証明するためにここに署名する。 

 

  

      委 員 長                   

 

      署名委員                   

 

      署名委員                   


